
 第４８号議案 

 

 

亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

 亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年亀岡市条例第３３号）の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年亀岡市条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

 

 目次中 

「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備 

及び運営に関する基準              」 

を 

「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第６２条の 

２０の２・第６２条の２０の３） 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備 

及び運営に関する基準              」 
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に改める。 

 第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加え

る。 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

 （共生型地域密着型通所介護の基準） 

第６２条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型

サービス（以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所

介護」という。）の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下この条において「指

定障害福祉サービス等基準」という。）第７８条第１項に規定す

る指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事

業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する

指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生

活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項

に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児

童発達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第 

１５号。以下この条において「指定通所支援基準」という。）第

５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として

重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７

条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において

同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指定通所

支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号にお

いて同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイ

サービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指

定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児

を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所

支 援 基 準第 ６ ５条 に 規 定 す る 指 定 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を い

う。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満たすべ

き基準は、次のとおりとする。 
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⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条

第１項に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓

練（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１５６

条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 事 業 所 を い

う。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉サー

ビス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支

援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をい

う。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基

準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所

をいう。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」と

いう。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供

する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第７７条に規

定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）

（指定障害福祉サービス等基準第１５５条に規定する指定自立

訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指

定障害福祉サービス等基準第１６５条に規定する指定自立訓練

（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等

デイサービス（以下この号において「指定生活介護等」とい

う。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域

密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合におけ

る当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上である

こと。 

⑵ 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービス

を提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第６２条の２０の３ 第１１条から第１５条まで、第１７条から第

２０条まで、第２２条、第２４条、第３０条、第３６条から第 

４０条まで、第４３条、第５６条及び第６２条の２、第６２条の

４、第６２条の５第４項並びに前節（第６２条の２０を除く。）

の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。 
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この場合において、第１１条第１項中「第３３条に規定する運営

規程」とあるのは「運営規程（第６２条の１２に規定する運営規

程をいう。第３６条において同じ。）」と、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業

者」という。）」と、第３６条中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」

と、第６２条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着

型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜

に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型

地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生

型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第 

６２条の９第４号、第６２条の１０第５項及び第６２条の１３第

３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護従業者」と、第６２条の１９第２項第２号中「次条

において準用する第２２条第２項」とあるのは「第２２条第２

項」と、同項第３号中「次条において準用する第３０条」とある

のは「第３０条」と、同項第４号中「次条において準用する第 

４０条第２項」とあるのは「第４０条第２項」と読み替えるもの

とする。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成３１年３月３１日から施行する。 
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亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例案要綱 

 

 

１ 介護保険法の一部改正に伴い、共生型地域密着型サービスに関

する基準を定めること。 

 

２ その他所要の規定整備を図ること。 

 

３ この条例は、平成３１年３月３１日から施行すること。 
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